
一
頁

文
部
科
学
省
令
第
三
号

厚
生
労
働
省

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）

第
二
条
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

文
部
科
学
大
臣

小
坂

憲
次

厚
生
労
働
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

与
謝
野

馨

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
法
第
二
条
第
四
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施



二
頁

設
と
す
る
。

一

一
日
に
保
育
す
る
子
ど
も
の
数
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
五
人
以
下
で
あ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
が
約

款
そ
の
他
の
書
類
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
も
の

イ

事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
に
自
ら
設
置
す
る
施
設
又
は
当
該
事
業
主
か
ら
の
委

託
を
受
け
て
当
該
労
働
者
の
子
ど
も
の
保
育
を
実
施
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
労
働
者
の
子
ど
も
の
数

ロ

事
業
主
団
体
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
に
自
ら
設
置
す
る
施

設
又
は
当
該
事
業
主
団
体
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
当
該
労
働
者
の
子
ど
も
の
保
育
を
実
施
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当

該
労
働
者
の
子
ど
も
の
数

ハ

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
九
条
の
二
第
一
号
ハ
の
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
組
合
等
が
そ
の
構
成
員
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
に
自
ら
設
置
す
る
施
設
又
は
当
該
組
合
等
か
ら
の
委
託
を

受
け
て
当
該
構
成
員
の
子
ど
も
の
保
育
を
実
施
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
構
成
員
の
子
ど
も
の
数

ニ

店
舗
そ
の
他
の
事
業
所
に
お
い
て
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
を
行
う
事
業
者
が
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供

を
行
う
間
に
限
り
、
そ
の
顧
客
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
に
自
ら
設
置
す
る
施
設
又
は
当
該
事
業
者
か
ら
の
委
託
を



三
頁

受
け
て
当
該
顧
客
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
の
子
ど
も
の
数

ホ

設
置
者
の
四
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
子
ど
も
の
数

二

半
年
を
限
度
と
し
て
臨
時
に
設
置
さ
れ
る
施
設

（
法
第
二
条
第
六
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

第
二
条

法
第
二
条
第
六
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

地
域
の
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所
を
開
設
す
る
等
に
よ
り
、
当
該
子
ど
も
の
養
育
に
関
す

る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行

う
事
業

二

地
域
の
家
庭
に
お
い
て
、
当
該
家
庭
の
子
ど
も
の
養
育
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
か
ら
の
相
談
に

応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

三

保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
地
域
の
子
ど

も
に
つ
き
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は
そ
の
家
庭
に
お
い
て
保
育
を
行
う
事
業

四

地
域
の
子
ど
も
の
養
育
に
関
す
る
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
保
護
者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
民



四
頁

間
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
調
整
を
行
う
事
業

五

地
域
の
子
ど
も
の
養
育
に
関
す
る
援
助
を
行
う
民
間
の
団
体
又
は
個
人
に
対
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行

う
事
業

（
法
第
三
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

保
育
所
に
係
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
権

限
に
係
る
事
務
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知

事
の
委
任
を
受
け
て
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合

二

都
道
府
県
知
事
が
、
前
号
に
規
定
す
る
事
務
を
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
都
道
府
県
の
教

育
委
員
会
の
職
員
が
補
助
執
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
幼
稚
園
及
び
保
育
所
に
関
す
る

事
務
の
執
行
等
の
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認

め
て
そ
の
旨
を
定
め
た
場
合

（
法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）



五
頁

第
四
条

法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

認
定
を
受
け
る
施
設
に
つ
い
て
幼
稚
園
、
保
育
所
又
は
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
の
別

二

認
定
こ
ど
も
園
の
名
称

三

認
定
こ
ど
も
園
の
長
（
認
定
こ
ど
も
園
の
一
体
的
な
管
理
運
営
を
つ
か
さ
ど
る
者
を
い
う
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

四

教
育
及
び
保
育
の
目
標
並
び
に
主
な
内
容

五

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
認
定
こ
ど
も
園
が
実
施
す
る
も
の

（
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
の
方
法
等
）

第
五
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
都
道
府
県
知
事
（
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
。

以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
名



六
頁

二

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

（
法
第
七
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条

法
第
七
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
の
数
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
数
の
変
更

の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
も
の
（
幼
稚
園
の
収
容
定
員
又
は
保
育
所
等
の
入

所
定
員
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

二

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
保
育
概
要
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
周
知
さ
れ
た
事
項
の
変
更
の
う
ち
都
道
府

県
知
事
が
定
め
る
も
の

（
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
等
）

第
七
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
日

ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

報
告
年
月
日
の
前
日
に
お
い
て
保
育
し
て
い
る
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
数
（
満
三
歳

未
満
の
者
の
数
及
び
満
三
歳
以
上
の
者
の
数
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
数



七
頁

（
満
三
歳
未
満
の
者
の
数
及
び
満
三
歳
以
上
の
者
の
数
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。
）

二

当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
法
第
三
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
事
項

三

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
周
知
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
教
育
保
育
概
要
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と

し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
事
項

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


